
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

一

航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二

二

航
空
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）

三

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
十
九

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

四

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
十

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）

五

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
十
一

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
十
二

六七

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
十
三

八

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
十
四

九

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
・
・
・
・
・
二
十
五

十

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
十
六
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航
空
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
六
条

航
空
法
第
百
三
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
航
空
機
は
、
同
法
第
百
二
十
七
条

第
六
条

航
空
法
第
百
三
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
航
空
機
は
、
同
法
第
百
二
十
七
条

た
だ
し
書
の
許
可
に
係
る
航
空
機
で
あ
つ
て
、
同
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号

た
だ
し
書
の
許
可
に
係
る
航
空
機
で
あ
つ
て
、
同
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
航
行
と
接
続
し
て
本
邦
内
の
各
地
間
に
お
い
て
航
行
を
行
う
も
の
と
す
る

に
掲
げ
る
航
行
と
接
続
し
て
本
邦
内
の
各
地
間
に
お
い
て
航
行
を
行
う
も
の
と
す
る

。
た
だ
し
、
同
法
第
五
十
九
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
二

。
た
だ
し
、
同
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法

十
七
条
た
だ
し
書
の
許
可
に
係
る
航
空
機
と
す
る
。

第
百
二
十
七
条
た
だ
し
書
の
許
可
に
係
る
航
空
機
と
す
る
。

別
表
（
第
八
条
関
係
）

別
表
（
第
七
条
関
係
）

飛
行
場

委

任

事

項

飛
行
場

委

任

事

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

福
井
空
港

航
空
交
通
情
報
圏
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区
に
係
る
航
空
法
第
九
十
四

福
井
空
港

航
空
交
通
管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区
に
係
る
航
空
法

出
雲
空
港

条
た
だ
し
書
、
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
七
条

出
雲
空
港

第
九
十
四
条
た
だ
し
書
、
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（
同
法
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に

九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（
同
法
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び

規
定
す
る
事
項
は
、
福
井
空
港
に
あ
つ
て
は
進
入
管
制
業
務
に
限
り
、

第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
福
井
空
港
に
あ
つ
て
は
進
入
管
制
業
務

出
雲
空
港
に
あ
つ
て
は
進
入
管
制
業
務
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー

に
限
り
、
出
雲
空
港
に
あ
つ
て
は
進
入
管
制
業
務
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
・

管
制
業
務
に
限
る
。
）

レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
に
限
る
。
）
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○
航
空
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

納
付
し
な

納
付
し
な

け
れ
ば
な

区

分

手
数
料
の
額

け
れ
ば
な

区

分

手
数
料
の
額

ら
な
い
者

ら
な
い
者

一

法
第

イ

法
第
十
条
第
五

（
略
）

（
略
）

一

法
第

法
第
十
条
第
五
項
各

（
略
）

（
略
）

十
条
第

項
第
一
号
か
ら
第

十
条
第

号
に
掲
げ
る
航
空
機

一
項
の

四
号
ま
で
に
掲
げ

回
転
翼

最
大
離
陸

（
略
）

（
略
）

一
項
の

以
外
の
航
空
機

回
転
翼

最
大
離
陸

（
略
）

（
略
）

耐
空
証

る
航
空
機
以
外
の

航
空
機

重
量
三
千

耐
空
証

航
空
機

重
量
二
千

明
を
申

航
空
機

百
七
十
五

明
を
申

七
百
三
十

請
す
る

キ
ロ
グ
ラ

（
略
）

（
略
）

請
す
る

キ
ロ
グ
ラ

（
略
）

（
略
）

者

ム
以
下
の

者

ム
以
下
の

も
の

も
の

最
大
離
陸
重
量
三

七
百
五
十
一
万
三

最
大
離
陸
重
量
二

七
百
五
十
一
万
三

千
百
七
十
五
キ
ロ

千
六
百
円
（
電
子

千
七
百
三
十
キ
ロ

千
六
百
円
（
電
子

グ
ラ
ム
を
超
え
る

証
明
申
請
の
場
合

グ
ラ
ム
を
超
え
る

証
明
申
請
の
場
合

も
の

に
あ
っ
て
は
、
七

も
の

に
あ
っ
て
は
、
七

百
五
十
一
万
三
千

百
五
十
一
万
三
千

二
百
円
）
に
、
三

二
百
円
）
に
、
二

千
百
七
十
五
キ
ロ

千
七
百
三
十
キ
ロ

グ
ラ
ム
を
超
え
る

グ
ラ
ム
を
超
え
る

三
千
百
七
十
五
キ

二
千
七
百
三
十
キ

ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に

ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に
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三
十
七
万
八
千
百

四
十
七
万
五
千
八

円
を
加
算
し
た

円
を
加
算
し
た
額

百額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

法
第
十
条
第
五

（
略
）

（
略
）

法
第
十
条
第
五
項
各

（
略
）

（
略
）

項
第
一
号
か
ら
第

号
に
掲
げ
る
航
空
機

三
号
ま
で
に
掲
げ

回
転
翼

最
大
離
陸

（
略
）

（
略
）

（
同
条
第
六
項
各
号

回
転
翼

最
大
離
陸

（
略
）

（
略
）

る
航
空
機
（
同
条

航
空
機

重
量
三
千

に
掲
げ
る
航
空
機
を

航
空
機

重
量
二
千

第
六
項
各
号
に
掲

百
七
十
五

除
く
。
）

七
百
三
十

げ
る
航
空
機
を
除

キ
ロ
グ
ラ

（
略
）

（
略
）

キ
ロ
グ
ラ

（
略
）

（
略
）

く
。
）

ム
以
下
の

ム
以
下
の

も
の

も
の

最
大
離
陸
重
量
三

九
万
八
千
八
百
円

最
大
離
陸
重
量
二

九
万
八
千
八
百
円

千
百
七
十
五
キ
ロ

（
電
子
証
明
申
請

千
七
百
三
十
キ
ロ

（
電
子
証
明
申
請

グ
ラ
ム
を
超
え
る

の
場
合
に
あ
っ
て

グ
ラ
ム
を
超
え
る

の
場
合
に
あ
っ
て

も
の

は
、
九
万
八
千
四

も
の

は
、
九
万
八
千
四

百
円
）
に
、
三
千

百
円
）
に
、
二
千

百
七
十
五
キ
ロ
グ

七
百
三
十
キ
ロ
グ

ラ
ム
を
超
え
る
三

ラ
ム
を
超
え
る
二

千
百
七
十
五
キ
ロ

千
七
百
三
十
キ
ロ

グ
ラ
ム
ご
と
に
七

グ
ラ
ム
ご
と
に
五

千
円
（
電
子
証
明

千
五
百
円
を
加
算

申
請
の
場
合
に
あ

し
た
額

っ
て
は
、
六
千
九

百
円
）
を
加
算
し

た
額
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ハ

法
第
十
条
第
五

飛
行
機

最
大
離
陸

単
発
機

三
百
二
十
七
万
七

項
第
四
号
に
掲
げ

重
量
五
千

百
円
（
電
子
証
明

る
航
空
機

七
百
キ
ロ

申
請
の
場
合
に
あ

グ
ラ
ム
以

っ
て
は
、
三
百
二

下
の
も
の

十
七
万
二
百
円
）

多
発
機

六
百
五
十
六
万
八

千
六
百
円
（
電
子

証
明
申
請
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
六

百
五
十
六
万
八
千

二
百
円
）

最
大
離
陸
重
量
五

六
百
五
十
六
万
八

千
七
百
キ
ロ
グ
ラ

千
六
百
円
（
電
子

ム
を
超
え
る
も
の

証
明
申
請
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
六

百
五
十
六
万
八
千

二
百
円
）
に
、
五

千
七
百
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
超
え
る
五
千

七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

ご
と
に
四
十
四
万

八
千
九
百
円
を
加

算
し
た
額

回
転
翼

最
大
離
陸

単
発
機

三
百
二
十
八
万
二

航
空
機

重
量
三
千

百
円
（
電
子
証
明
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百
七
十
五

申
請
の
場
合
に
あ

キ
ロ
グ
ラ

っ
て
は
、
三
百
二

ム
以
下
の

十
七
万
九
千
八
百

も
の

円
）

多
発
機

六
百
五
十
七
万
七

千
八
百
円
（
電
子

証
明
申
請
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
六

百
五
十
七
万
七
千

四
百
円
）

最
大
離
陸
重
量
三

六
百
五
十
七
万
七

千
百
七
十
五
キ
ロ

千
八
百
円
（
電
子

グ
ラ
ム
を
超
え
る

証
明
申
請
の
場
合

も
の

に
あ
っ
て
は
、
六

百
五
十
七
万
七
千

四
百
円
）
に
、
三

千
百
七
十
五
キ
ロ

グ
ラ
ム
を
超
え
る

三
千
百
七
十
五
キ

ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に

四
十
五
万
五
千
七

百
円
（
電
子
証
明

申
請
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
四
十
五

万
五
千
六
百
円
）

を
加
算
し
た
額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

百
五
十
六
万
千
三
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百
円
（
電
子
証
明

申
請
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
百
五
十

六
万
九
百
円
）

そ
の
他
の
滑
空
機

百
二
十
四
万
四
千

九
百
円
（
電
子
証

明
申
請
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
百
二

十
四
万
四
千
五
百

円
）

飛
行
船

六
百
四
十
一
万
四

千
六
百
円
（
電
子

証
明
申
請
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
六

百
四
十
一
万
四
千

二
百
円
）

ニ

法
第
十
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
航
空
機

三
千
八
百
円
（
電

法
第
十
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
航
空
機

三
千
八
百
円
（
電

子
証
明
申
請
の
場

子
証
明
申
請
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、

合
に
あ
っ
て
は
、

三
千
三
百
五
十
円

三
千
三
百
五
十
円

）

）

二

法
第

イ

そ
の
型
式
の
設

（
略
）

（
略
）

二

法
第

そ
の
型
式
の
設
計
に

（
略
）

（
略
）

十
二
条

計
に
つ
い
て
国
際

十
二
条

つ
い
て
国
際
民
間
航

第
一
項

民
間
航
空
条
約
の

回
転
翼

最
大
離
陸

（
略
）

（
略
）

第
一
項

空
条
約
の
締
約
国
た

回
転
翼

最
大
離
陸

（
略
）

（
略
）

の
型
式

締
約
国
た
る
外
国

航
空
機

重
量
三
千

の
型
式

る
外
国
が
型
式
証
明

航
空
機

重
量
二
千

証
明
を

が
型
式
証
明
そ
の

百
七
十
五

証
明
を

そ
の
他
の
行
為
を
し

七
百
三
十
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申
請
す

他
の
行
為
を
し
た

キ
ロ
グ
ラ

（
略
）

（
略
）

申
請
す

た
航
空
機

キ
ロ
グ
ラ

（
略
）

（
略
）

る
者

航
空
機

ム
以
下
の

る
者

ム
以
下
の

も
の

も
の

最
大
離
陸
重
量
三

二
十
五
万
九
千
三

最
大
離
陸
重
量
二

二
十
五
万
九
千
三

千
百
七
十
五
キ
ロ

百
円
（
電
子
証
明

千
七
百
三
十
キ
ロ

百
円
（
電
子
証
明

グ
ラ
ム
を
超
え
る

申
請
の
場
合
に
あ

グ
ラ
ム
を
超
え
る

申
請
の
場
合
に
あ

も
の

っ
て
は
、
二
十
五

も
の

っ
て
は
、
二
十
五

万
八
千
八
百
円
）

万
八
千
八
百
円
）

に
、
三
千
百
七
十

に
、
二
千
七
百
三

五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
三
千
百
七

超
え
る
二
千
七
百

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

ご
と
に
七
千
三
百

ご
と
に
五
千
八
百

円
を
加
算
し
た
額

円
を
加
算
し
た
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

法
第
二
十
条
第

飛
行
機

最
大
離
陸

単
発
機

三
百
六
十
万
二
千

一
項
第
一
号
の
能

重
量
五
千

九
百
円
（
電
子
証

力
に
つ
い
て
同
項

七
百
キ
ロ

明
申
請
の
場
合
に

の
認
定
を
受
け
た

グ
ラ
ム
以

あ
っ
て
は
、
三
百

者
が
型
式
証
明
に

下
の
も
の

六
十
万
二
千
八
百

係
る
設
計
及
び
設

円
）

計
後
の
検
査
を
し

た
航
空
機

多
発
機

七
百
三
万
三
千
九

百
円
（
電
子
証
明

申
請
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
七
百
三

万
三
千
八
百
円
）
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最
大
離
陸
重
量
五

七
百
三
万
三
千
九

千
七
百
キ
ロ
グ
ラ

百
円
（
電
子
証
明

ム
を
超
え
る
も
の

申
請
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
七
百
三

万
三
千
八
百
円
）

に
、
五
千
七
百
キ

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

る
五
千
七
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
ご
と
に
四

十
四
万
三
千
三
百

円
を
加
算
し
た
額

回
転
翼

最
大
離
陸

単
発
機

三
百
四
十
四
万
千

航
空
機

重
量
三
千

八
百
円
（
電
子
証

百
七
十
五

明
申
請
の
場
合
に

キ
ロ
グ
ラ

あ
っ
て
は
、
三
百

ム
以
下
の

四
十
四
万
千
七
百

も
の

円
）

多
発
機

六
百
七
十
三
万
四

千
七
百
円
（
電
子

証
明
申
請
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
六

百
七
十
三
万
四
千

五
百
円
）

最
大
離
陸
重
量
三

六
百
七
十
三
万
四

千
百
七
十
五
キ
ロ

千
七
百
円
（
電
子

グ
ラ
ム
を
超
え
る

証
明
申
請
の
場
合
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も
の

に
あ
っ
て
は
、
六

百
七
十
三
万
四
千

五
百
円
）
に
、
三

千
百
七
十
五
キ
ロ

グ
ラ
ム
を
超
え
る

三
千
百
七
十
五
キ

ロ
グ
ラ
ム
ご
と
に

四
十
六
万
千
二
百

円
を
加
算
し
た
額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

百
六
十
一
万
六
千

八
百
円
（
電
子
証

明
申
請
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
百
六

十
一
万
六
千
七
百

円
）

そ
の
他
の
滑
空
機

百
三
十
万
四
百
円

（
電
子
証
明
申
請

の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
百
三
十
万
三

百
円
）

飛
行
船

六
百
七
十
万
四
千

三
百
円
（
電
子
証

明
申
請
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
六
百

七
十
万
四
千
二
百

円
）
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ハ

そ
の
他
の
航
空

飛
行
機

最
大
離
陸

単
発
機

三
百
八
十
五
万
二

そ
の
他
の
航
空
機

飛
行
機

最
大
離
陸

単
発
機

三
百
八
十
五
万
二

機

重
量
五
千

千
二
百
円

重
量
五
千

千
二
百
円

七
百
キ
ロ

七
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
以

多
発
機

七
百
七
十
三
万
六

グ
ラ
ム
以

多
発
機

七
百
七
十
三
万
六

下
の
も
の

千
九
百
円

下
の
も
の

千
九
百
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

回
転
翼

最
大
離
陸

（
略
）

（
略
）

回
転
翼

最
大
離
陸

（
略
）

（
略
）

航
空
機

重
量
三
千

航
空
機

重
量
二
千

百
七
十
五

七
百
三
十

キ
ロ
グ
ラ

（
略
）

（
略
）

キ
ロ
グ
ラ

（
略
）

（
略
）

ム
以
下
の

ム
以
下
の

も
の

も
の

最
大
離
陸
重
量
三

七
百
七
十
五
万
千

最
大
離
陸
重
量
二

七
百
七
十
五
万
千

千
百
七
十
五
キ
ロ

二
百
円
に
、
三
千

千
七
百
三
十
キ
ロ

二
百
円
に
、
二
千

グ
ラ
ム
を
超
え
る

百
七
十
五
キ
ロ
グ

グ
ラ
ム
を
超
え
る

七
百
三
十
キ
ロ
グ

も
の

ラ
ム
を
超
え
る
三

も
の

ラ
ム
を
超
え
る
二

千
百
七
十
五
キ
ロ

千
七
百
三
十
キ
ロ

グ
ラ
ム
ご
と
に
四

グ
ラ
ム
ご
と
に
三

十
七
万
二
千
九
百

十
七
万
五
千
八
百

円
を
加
算
し
た
額

円
を
加
算
し
た
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

法
第

イ

国
土

法
第

飛
行
機

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
六
千
五
百
円

三

法
第

(1)

十
六
条

交
通
省

二
十
条

重
量
五
千

（
電
子
情
報
処
理

十
六
条

第
一
項

令
で
定

第
一
項

七
百
キ
ロ

組
織
に
よ
り
検
査

第
一
項

の
修
理

め
る
大

第
一
号

グ
ラ
ム
以

を
申
請
す
る
場
合

の
修
理
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改
造
検

修
理
又

の
能
力

下
の
も
の

（
以
下
「
電
子
検

改
造
検

査
を
受

は
大
改

に
つ
い

査
申
請
の
場
合
」

査
を
受

け
よ
う

造
を
す

て
同
項

と
い
う
。
）
に
あ

け
よ
う

と
す
る

る
場
合

の
認
定

っ
て
は
、
四
万
六

と
す
る

者

を
受
け

千
四
百
円
）

者

た
者
が

修
理
改

多
発
機

九
万
二
千
五
百
円

造
検
査

に
係
る

最
大
離
陸
重
量
五

九
万
二
千
五
百
円

設
計
及

千
七
百
キ
ロ
グ
ラ

に
、
五
千
七
百
キ

び
設
計

ム
を
超
え
る
も
の

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

後
の
検

る
五
千
七
百
キ
ロ

査
を
し

グ
ラ
ム
ご
と
に
一

た
航
空

万
円
を
加
算
し
た

機

額

回
転
翼

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
六
千
九
百
円

航
空
機

重
量
三
千

百
七
十
五

多
発
機

九
万
三
千
円
（
電

キ
ロ
グ
ラ

子
検
査
申
請
の
場

ム
以
下
の

合
に
あ
っ
て
は
、

も
の

九
万
二
千
九
百
円

）

最
大
離
陸
重
量
三

九
万
三
千
円
（
電

千
百
七
十
五
キ
ロ

子
検
査
申
請
の
場

グ
ラ
ム
を
超
え
る

合
に
あ
っ
て
は
、

も
の

九
万
二
千
九
百
円

）
に
、
三
千
百
七

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
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を
超
え
る
三
千
百

七
十
五
キ
ロ
グ
ラ

ム
ご
と
に
五
千
三

百
円
を
加
算
し
た

額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

五
万
四
千
円
（
電

子
検
査
申
請
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、

五
万
三
千
九
百
円

）

そ
の
他
の
滑
空
機

五
万
三
千
円

飛
行
船

九
万
千
百
円
（
電

子
検
査
申
請
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、

九
万
千
円
）

そ
の

飛
行
機

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
八
千
八
百
円

国
土
交
通
省
令
で
定

飛
行
機

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
八
千
八
百
円

(2)
他
の
航

重
量
五
千

め
る
大
修
理
又
は
大

重
量
五
千

空
機

七
百
キ
ロ

改
造
を
す
る
場
合

七
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
以

多
発
機

九
万
六
千
三
百
円

グ
ラ
ム
以

多
発
機

九
万
六
千
三
百
円

下
の
も
の

下
の
も
の

最
大
離
陸
重
量
五

九
万
六
千
三
百
円

最
大
離
陸
重
量
五

九
万
六
千
三
百
円

千
七
百
キ
ロ
グ
ラ

に
、
五
千
七
百
キ

千
七
百
キ
ロ
グ
ラ

に
、
五
千
七
百
キ

ム
を
超
え
る
も
の

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

ム
を
超
え
る
も
の

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

る
五
千
七
百
キ
ロ

る
五
千
七
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
ご
と
に
一

グ
ラ
ム
ご
と
に
一
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万
千
百
円
を
加
算

万
千
百
円
を
加
算

し
た
額

し
た
額

回
転
翼

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
九
千
三
百
円

回
転
翼

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
九
千
三
百
円

航
空
機

重
量
三
千

航
空
機

重
量
二
千

百
七
十
五

七
百
三
十

キ
ロ
グ
ラ

多
発
機

九
万
六
千
八
百
円

キ
ロ
グ
ラ

多
発
機

九
万
六
千
八
百
円

ム
以
下
の

ム
以
下
の

も
の

も
の

最
大
離
陸
重
量
三

九
万
六
千
八
百
円

最
大
離
陸
重
量
二

九
万
六
千
八
百
円

千
百
七
十
五
キ
ロ

に
、
三
千
百
七
十

千
七
百
三
十
キ
ロ

に
、
二
千
七
百
三

グ
ラ
ム
を
超
え
る

五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

グ
ラ
ム
を
超
え
る

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

も
の

超
え
る
三
千
百
七

も
の

超
え
る
二
千
七
百

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

ご
と
に
六
千
百
円

ご
と
に
四
千
九
百

を
加
算
し
た
額

円
を
加
算
し
た
額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

五
万
七
千
三
百
円

滑
空
機

動
力
滑
空
機

五
万
七
千
三
百
円

そ
の
他
の
滑
空
機

五
万
五
千
九
百
円

そ
の
他
の
滑
空
機

五
万
五
千
九
百
円

飛
行
船

九
万
五
千
九
百
円

飛
行
船

九
万
五
千
九
百
円

ロ

そ
の

法
第

飛
行
機

最
大
離
陸

単
発
機

三
万
九
千
九
百
円

(1)

他
の
修

二
十
条

重
量
五
千

（
電
子
検
査
申
請

理
又
は

第
一
項

七
百
キ
ロ

の
場
合
に
あ
っ
て

改
造
を

第
一
号

グ
ラ
ム
以

は
、
三
万
九
千
八

す
る
場

の
能
力

下
の
も
の

百
円
）

合

に
つ
い
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て
同
項

多
発
機

五
万
二
千
七
百
円

の
認
定

を
受
け

最
大
離
陸
重
量
五

五
万
二
千
七
百
円

た
者
が

千
七
百
キ
ロ
グ
ラ

に
、
五
千
七
百
キ

修
理
改

ム
を
超
え
る
も
の

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

造
検
査

る
五
千
七
百
キ
ロ

に
係
る

グ
ラ
ム
ご
と
に
千

設
計
及

三
百
円
を
加
算
し

び
設
計

た
額

後
の
検

査
を
し

回
転
翼

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
三
百
円

た
航
空

航
空
機

重
量
三
千

機

百
七
十
五

キ
ロ
グ
ラ

多
発
機

五
万
三
千
二
百
円

ム
以
下
の

も
の

最
大
離
陸
重
量
三

五
万
三
千
二
百
円

千
百
七
十
五
キ
ロ

に
、
三
千
百
七
十

グ
ラ
ム
を
超
え
る

五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

も
の

超
え
る
三
千
百
七

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

ご
と
に
五
百
九
十

円
（
電
子
検
査
申

請
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
五
百
六
十

円
）
を
加
算
し
た

額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

四
万
九
千
二
百
円
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そ
の
他
の
滑
空
機

四
万
八
千
三
百
円

（
電
子
検
査
申
請

の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
八
千
二

百
円
）

飛
行
船

五
万
千
三
百
円
（

電
子
検
査
申
請
の

場
合
に
あ
っ
て
は

、
五
万
千
二
百
円

）

そ
の

飛
行
機

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
二
千
二
百
円

そ
の
他
の
修
理
又
は

飛
行
機

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
二
千
二
百
円

(2)
他
の
航

重
量
五
千

改
造
を
す
る
場
合

重
量
五
千

空
機

七
百
キ
ロ

七
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
以

多
発
機

五
万
六
千
五
百
円

グ
ラ
ム
以

多
発
機

五
万
六
千
五
百
円

下
の
も
の

下
の
も
の

最
大
離
陸
重
量
五

五
万
六
千
五
百
円

最
大
離
陸
重
量
五

五
万
六
千
五
百
円

千
七
百
キ
ロ
グ
ラ

に
、
五
千
七
百
キ

千
七
百
キ
ロ
グ
ラ

に
、
五
千
七
百
キ

ム
を
超
え
る
も
の

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

ム
を
超
え
る
も
の

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

る
五
千
七
百
キ
ロ

る
五
千
七
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
ご
と
に
千

グ
ラ
ム
ご
と
に
千

四
百
円
を
加
算
し

四
百
円
を
加
算
し

た
額

た
額

回
転
翼

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
二
千
七
百
円

回
転
翼

最
大
離
陸

単
発
機

四
万
二
千
七
百
円

航
空
機

重
量
三
千

航
空
機

重
量
二
千

百
七
十
五

七
百
三
十
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キ
ロ
グ
ラ

多
発
機

五
万
七
千
円

キ
ロ
グ
ラ

多
発
機

五
万
七
千
円

ム
以
下
の

ム
以
下
の

も
の

も
の

最
大
離
陸
重
量
三

五
万
七
千
円
に
、

最
大
離
陸
重
量
二

五
万
七
千
円
に
、

千
百
七
十
五
キ
ロ

三
千
百
七
十
五
キ

千
七
百
三
十
キ
ロ

二
千
七
百
三
十
キ

グ
ラ
ム
を
超
え
る

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

グ
ラ
ム
を
超
え
る

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

も
の

る
三
千
百
七
十
五

も
の

る
二
千
七
百
三
十

キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と

キ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と

に
五
百
九
十
円
（

に
四
百
七
十
円
を

電
子
検
査
申
請
の

加
算
し
た
額

場
合
に
あ
っ
て
は

、
五
百
六
十
円
）

を
加
算
し
た
額

滑
空
機

動
力
滑
空
機

五
万
二
千
六
百
円

滑
空
機

動
力
滑
空
機

五
万
二
千
六
百
円

そ
の
他
の
滑
空
機

五
万
千
百
円

そ
の
他
の
滑
空
機

五
万
千
百
円

飛
行
船

五
万
六
千
百
円

飛
行
船

五
万
六
千
百
円

四
（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

法
第

イ

初
め
て
認
定
を
申
請
す
る
場
合

（
略
）

五

法
第

初
め
て
認
定
を
申
請
す
る
場
合

（
略
）

二
十
条

二
十
条

第
一
項

第
一
項

の
事
業

の
事
業

場
の
認

ロ

そ
の
他
の
場
合

（
略
）

場
の
認

そ
の
他
の
場
合

（
略
）

定
を
申

定
を
申

請
す
る

請
す
る
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者

者

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

区

分

加
算
す
る
額

区

分

加
算
す
る
額

一

騒
音
の
実
測

（
略
）

（
略
）

一

騒
音
の
実
測

（
略
）

（
略
）

を
行
う
場
合

を
行
う
場
合

そ
の
他
の
航
空
機

（
略
）

（
略
）

そ
の
他
の
航
空
機

（
略
）

（
略
）

回
転
翼

最
大
離
陸
重
量

（
略
）

回
転
翼

最
大
離
陸
重
量

（
略
）

航
空
機

三
千
百
七
十
五

航
空
機

二
千
七
百
三
十

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

下
の
も
の

最
大
離
陸
重
量

三
十
三
万
四
千
百

最
大
離
陸
重
量

三
十
三
万
四
千
百

三
千
百
七
十
五

円
に
、
三
千
百
七

二
千
七
百
三
十

円
に
、
二
千
七
百

キ
ロ
グ
ラ
ム
を

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

キ
ロ
グ
ラ
ム
を

三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

超
え
る
も
の

を
超
え
る
三
千
百

超
え
る
も
の

を
超
え
る
二
千
七

七
十
五
キ
ロ
グ
ラ

百
三
十
キ
ロ
グ
ラ

ム
ご
と
に
一
万
千

ム
ご
と
に
八
千
九

二
百
円
を
加
算
し

百
円
（
電
子
情
報

た
額

処
理
組
織
に
よ
り

証
明
又
は
検
査
を

申
請
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
八
千

八
百
円
）
を
加
算

し
た
額
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二
（
略
）

（
略
）

二
（
略
）

（
略
）
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○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
十
四
号
の
施
設
）

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
十
四
号
の
施
設
）

第
五
十
六
条
の
三
十
九

法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る

第
五
十
六
条
の
三
十
九

法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
航
空
法
第
百
条
の
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
事
業
の
用
に

政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
航
空
法
第
百
条
の
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
事
業
の
用
に

供
す
る
施
設
の
う
ち
、
国
際
路
線
に
就
航
す
る
航
空
機
の
使
用
す
る
公
共
の
飛
行
場

供
す
る
施
設
の
う
ち
、
国
際
路
線
に
就
航
す
る
航
空
機
の
使
用
す
る
公
共
の
飛
行
場

に
設
置
さ
れ
る
格
納
庫
、
運
航
管
理
施
設
、
航
空
機
の
整
備
の
た
め
の
施
設
そ
の
他

に
設
置
さ
れ
る
格
納
庫
、
運
航
管
理
施
設
、
航
空
機
の
整
備
の
た
め
の
施
設
そ
の
他

国
際
路
線
に
係
る
同
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
（
以
下
本
条

国
際
路
線
に
係
る
同
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
（
以
下
本
条

及
び
第
五
十
六
条
の
六
十
四
に
お
い
て
「
航
空
運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供

及
び
第
五
十
六
条
の
六
十
四
に
お
い
て
「
航
空
運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供

す
る
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
施
設
が
国
際
路
線
に
係
る
航
空

す
る
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
施
設
が
国
際
路
線
に
係
る
航
空

運
送
事
業
の
用
と
国
内
路
線
に
係
る
航
空
運
送
事
業
の
用
と
に
併
せ
供
さ
れ
る
場
合

運
送
事
業
の
用
と
国
内
路
線
に
係
る
航
空
運
送
事
業
の
用
と
に
併
せ
供
さ
れ
る
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
国
際
路
線
に
係
る
航
空
運
送
事
業
に
係
る
も
の
と
し

に
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
国
際
路
線
に
係
る
航
空
運
送
事
業
に
係
る
も
の
と
し

て
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
に
限
る
。
）
と
す
る
。

て
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
に
限
る
。
）
と
す
る
。
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○
税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
不
開
港
へ
の
出
入
に
つ
い
て
の
許
可
手
数
料
）

（
不
開
港
へ
の
出
入
に
つ
い
て
の
許
可
手
数
料
）

第
一
条

関
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
（
不
開
港
へ
の
出
入

第
一
条

関
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
（
不
開
港
へ
の
出
入

）
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
る
者
が
法
第
百
条
第
一
号
（
手
数
料
）
の
規
定
に
よ
り

）
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
る
者
が
法
第
百
条
第
一
号
（
手
数
料
）
の
規
定
に
よ
り

納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
不
開
港
へ
の
出
入
一
回
に
つ
き
、
外
国
貿
易
船
に
あ

納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
不
開
港
へ
の
出
入
一
回
に
つ
き
、
外
国
貿
易
船
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
純
ト
ン
数
一
ト
ン
ま
で
ご
と
に
三
十
六
円
、
外
国
貿
易
機
に
あ
つ
て

つ
て
は
、
そ
の
純
ト
ン
数
一
ト
ン
ま
で
ご
と
に
三
十
六
円
、
外
国
貿
易
機
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
自
重
一
ト
ン
ま
で
ご
と
に
五
百
円
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二

は
、
そ
の
自
重
一
ト
ン
ま
で
ご
と
に
五
百
円
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二

百
三
十
一
号
）
第
百
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す

百
三
十
一
号
）
第
百
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す

る
航
空
運
送
事
業
（
一
の
地
点
と
他
の
地
点
と
の
間
に
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日
時

る
航
空
運
送
事
業
（
一
の
地
点
と
他
の
地
点
と
の
間
に
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日
時

に
よ
り
航
行
す
る
航
空
機
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も

に
よ
り
航
行
す
る
航
空
機
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
二
百
五
十
円
）
と
す
る
。

の
に
あ
つ
て
は
、
二
百
五
十
円
）
と
す
る
。
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○
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
関
税
を
免
除
す
る
物
品
に
つ
い
て
の
免
税
等
の
手
続
等
）

（
関
税
を
免
除
す
る
物
品
に
つ
い
て
の
免
税
等
の
手
続
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

５

法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

専
ら
本
邦
と
外
国
と
の
間
の
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供
さ
れ
る
航
空
機

二

専
ら
本
邦
と
外
国
と
の
間
の
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供
さ
れ
る
航
空
機

及
び
専
ら
外
国
と
外
国
と
の
間
の
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供
さ
れ
る
航
空

及
び
専
ら
外
国
と
外
国
と
の
間
の
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供
さ
れ
る
航
空

機
で
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
七
項
（

機
で
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
六
項
（

定
義
）
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
を
営
む
者
に
よ
り
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら

定
義
）
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
を
営
む
者
に
よ
り
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら

れ
る
も
の

れ
る
も
の

６

（
略
）

６

（
略
）
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○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
設
備
等
の
特
別
償
却
）

（
特
定
設
備
等
の
特
別
償
却
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
の
第
四
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
航
空

９

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
の
第
四
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
航
空

運
送
業
は
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
七
項

運
送
業
は
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
六
項

に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
（
一
の
地
点
と
他
の
地
点
と
の
間
に
路
線
を
定
め
て
一

に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
（
一
の
地
点
と
他
の
地
点
と
の
間
に
路
線
を
定
め
て
一

定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
機
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
同
表
の

定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
機
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
同
表
の

第
四
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
政
令
で
定
め
る
航
空
機
は
、
当
該
航
空
運
送
事
業
の
用
に

第
四
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
政
令
で
定
め
る
航
空
機
は
、
当
該
航
空
運
送
事
業
の
用
に

供
さ
れ
る
最
大
離
陸
重
量
が
百
四
十
ト
ン
以
上
の
航
空
機
（
座
席
、
音
響
機
器
、
通

供
さ
れ
る
最
大
離
陸
重
量
が
百
四
十
ト
ン
以
上
の
航
空
機
（
座
席
、
音
響
機
器
、
通

信
機
器
そ
の
他
の
部
品
及
び
装
備
品
で
当
該
法
人
が
そ
の
部
品
及
び
装
備
品
を
指
定

信
機
器
そ
の
他
の
部
品
及
び
装
備
品
で
当
該
法
人
が
そ
の
部
品
及
び
装
備
品
を
指
定

し
て
機
内
に
装
備
す
る
も
の
並
び
に
予
備
発
動
機
そ
の
他
の
予
備
部
品
を
除
く
。
）

し
て
機
内
に
装
備
す
る
も
の
並
び
に
予
備
発
動
機
そ
の
他
の
予
備
部
品
を
除
く
。
）

と
す
る
。

と
す
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

10

13

10

13
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○
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
支
出
の
支
出
等
を
証
す
る
書
類
）

（
特
定
支
出
の
支
出
等
を
証
す
る
書
類
）

第
百
六
十
七
条
の
五

法
第
五
十
七
条
の
二
第
四
項
（
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
の
控

第
百
六
十
七
条
の
五

法
第
五
十
七
条
の
二
第
四
項
（
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
の
控

除
の
特
例
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
出
の
区

除
の
特
例
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
出
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
支
出

当
該
支
出
に
つ
き
、
こ

二

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
支
出

当
該
支
出
に
つ
き
、
こ

れ
を
領
収
し
た
者
の
領
収
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
当
該
支
出
の
事
実
及
び
支
出

れ
を
領
収
し
た
者
の
領
収
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
当
該
支
出
の
事
実
及
び
支
出

し
た
金
額
を
証
す
る
書
類
並
び
に
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る

し
た
金
額
を
証
す
る
書
類
並
び
に
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る

書
類

書
類

イ

航
空
機
を
利
用
す
る
場
合

そ
の
航
空
機
に
搭
乗
を
し
た
年
月
日
及
び
搭
乗

イ

航
空
機
を
利
用
す
る
場
合

そ
の
航
空
機
に
搭
乗
を
し
た
年
月
日
及
び
搭
乗

区
間
に
つ
き
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七

区
間
に
つ
き
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
七
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
航
空
運

年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
航
空
運

送
事
業
を
営
む
者
が
証
す
る
書
類

送
事
業
を
営
む
者
が
証
す
る
書
類

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）
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○
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
輸
出
取
引
等
の
範
囲
）

（
輸
出
取
引
等
の
範
囲
）

第
十
七
条

法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
船
舶
又
は
航
空
機
の
譲
渡
若
し
く

第
十
七
条

法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
船
舶
又
は
航
空
機
の
譲
渡
若
し
く

は
貸
付
け
又
は
修
理
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
貸
付
け
又
は
修
理
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
七
項
（
定
義

二

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
六
項
（
定
義

）
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
（
次
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
航
空

）
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
（
次
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
航
空

運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
を
営
む
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
法
第
七
条
第
一
項
第
四

運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
を
営
む
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
法
第
七
条
第
一
項
第
四

号
の
航
空
機
の
譲
渡
又
は
貸
付
け

号
の
航
空
機
の
譲
渡
又
は
貸
付
け

三

（
略
）

三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係

）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
公
共
機
関
）

（
指
定
公
共
機
関
）

第
三
条

法
第
二
条
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業
を
営
む

第
三
条

法
第
二
条
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業
を
営
む

法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四
十
一

（
略
）

一
～
四
十
一

（
略
）

四
十
二

次
に
掲
げ
る
事
業
者
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す
る
も
の

四
十
二

次
に
掲
げ
る
事
業
者
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す
る
も
の

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
二
条
第
一
項
に
規

ホ

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
営
す
る
同
法
第
二
条
第
十

定
す
る
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
営
す
る
同
法
第
二
条
第
十

七
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
が
そ
の
運
航
す
る
航
空
機
の
型
式
そ
の
他
の

六
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
が
そ
の
運
航
す
る
航
空
機
の
型
式
そ
の
他
の

事
項
か
ら
み
て
主
と
し
て
長
距
離
の
大
量
輸
送
の
需
要
に
応
ず
る
も
の
と
認
め

事
項
か
ら
み
て
主
と
し
て
長
距
離
の
大
量
輸
送
の
需
要
に
応
ず
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
も
の

ら
れ
る
も
の

ヘ
～
ヌ

（
略
）

ヘ
～
ヌ

（
略
）
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○
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
航
空
交
通
管
制
部
の
名
称
、
位
置
及
び
所
掌
事
務
）

（
航
空
交
通
管
制
部
の
名
称
及
び
位
置
）

第
二
百
十
九
条

航
空
交
通
管
制
部
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
百
十
九
条

航
空
交
通
管
制
部
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

名

称

位

置

札
幌
航
空
交
通
管
制
部

札
幌
市

札
幌
航
空
交
通
管
制
部

札
幌
市

東
京
航
空
交
通
管
制
部

所
沢
市

東
京
航
空
交
通
管
制
部

所
沢
市

福
岡
航
空
交
通
管
制
部

福
岡
市

福
岡
航
空
交
通
管
制
部

福
岡
市

那
覇
航
空
交
通
管
制
部

那
覇
市

那
覇
航
空
交
通
管
制
部

那
覇
市

２

各
航
空
交
通
管
制
部
は
、
そ
の
管
轄
区
域
に
応
じ
、
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。
た
だ
し
、
空
域
に
お
け
る
航
空
交
通
及
び
気
象
の
状
況
を

考
慮
し
た
飛
行
経
路
の
設
定
、
交
通
量
の
監
視
及
び
調
整
そ
の
他
の
航
空
交
通
の
管

理
に
関
す
る
事
務
は
、
そ
の
全
部
を
福
岡
航
空
交
通
管
制
部
が
分
掌
す
る
。

（
航
空
交
通
管
制
部
の
次
長
）

（
航
空
交
通
管
制
部
の
次
長
）

第
二
百
二
十
条

福
岡
航
空
交
通
管
制
部
に
次
長
二
人
を
、
東
京
航
空
交
通
管
制
部
及

第
二
百
二
十
条

各
航
空
交
通
管
制
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
長
一
人
を
置
く
。

び
那
覇
航
空
交
通
管
制
部
に
そ
れ
ぞ
れ
次
長
一
人
を
置
く
。

２

（
略
）

２

（
略
）


